
パーリ上座部の経蔵に収載される

“声聞の所説”の権威性を巡って

清 水 俊 史

0.先行研究の総括と展望

0.1.“仏陀の言葉”と“仏陀の肉声”

本稿は、パーリ上座部の経蔵に含まれる初期経典のうち、仏陀自身によって

ではなく、仏弟子によって教えが説かれている経典（声聞の所説）を取り上げ、

それらがどのような根拠をもって仏説としての権威性を得ているのかを考察す

る。仏教に限らず宗教一般にとって、その教義や信仰の基準となる典籍は、し

ばしば教祖の言葉のみならずその弟子の言葉をも含むものである。これはキリ

スト教の場合を例に取れば明白である。たとえば、新約聖書のうちにはイエス

なき後の使徒たちの言行録も含められているが、これらを含めて聖書すべては、

神がその作者であり、等しく聖霊の霊感によって書かれた“神のことば”とし

て「正典」を構成している１)。そしてキリスト教の場合には、この正典の範疇

が排他的に設定され、正典の外に教義と信仰の基準となる“神のことば”は存

在しないと定義される２)。もちろんここでの“神のことば”とは抽象的な概念

であり、日常的な言語そのものを意味しているわけではない。

他方、仏教においては事情がやや異なる。まず、一般に「小乗仏教」と称さ

れる仏教の保守的伝統的な諸教団では、それぞれの教団独自の経・律・論から

なる三蔵を権威ある聖典として保持していたことが知られている。このうちイ

ンド本土において栄えた説一切有部では、仏滅後の仏教者達によって編纂され

た教理書が論蔵に含まれるが３)、それが論蔵に含まれうる理由は、そのような
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文献にも“仏陀の言葉”（＝仏説）としての権威が付託されるからである４)。

したがって有部にとって自身の保持する三蔵すべてが“仏陀の言葉”なのであ

り、この場合の“仏陀の言葉”とは仏陀の肉声のみならず、権威を附託する上

での抽象的概念も含意している。これは先ほど述べたキリスト教の場合と類似

している。しかしながら有部は、自らの保持する三蔵の外にも“仏陀の言葉”

があると考えていたらしく、たとえ自らが保持する三蔵の中に含まれていなく

ても、自説を根拠づけるものであるならば積極的に他部派の保持する経典を引

用していたことが明らかになっている５)。かかる意味で、有部における三蔵は、

キリスト教における「正典」のような排他的性格を持っていない。

他方、スリランカで栄えた上座部の三蔵は、５世紀に登場した註釈家ブッダ

ゴーサがその範囲を固定的に定めたことによって、「正典」というべき排他的

性格を帯びた点が度々言及されている６)。すなわち上座部は、三蔵の外側に

“仏陀の言葉”は存在しないと考えていたことが指摘されているのである。し

かし、この“仏陀の言葉”が具体的に何を意味するのかについては、さらなる

検討を要すると思われる。なぜなら、上座部正典論/仏説論についてAn,

Yang-Gyu［2002：p.64.8-9］は、ブッダゴーサによって定義された三蔵（＝

法と律）の範疇が上座部にとっての“歴史的仏陀の言葉の全ての集まり”であ

るとして「Dhamma and Vinaya in this context are the whole collection of
 

the words of the historical Buddha」と述べるが、これは厳密ではないからで

ある。なによりhistoricalという表現に問題がある。三蔵の範疇を定義する上

で用いられる“仏陀の言葉”（buddhavacana）という語は、必ずしも仏陀の

肉声だけを意味しない。というのも三蔵のうちには、仏弟子の言葉や、仏滅後

の出来事なども収載されているからである。もちろん、この仏陀の言葉が、仏

陀の肉声を意味している場合もある。たとえば“全ての仏陀の言葉”を分類す

る六種の方法のうち「初・中・後」という分類法では７)、仏陀の最初の言葉と

して、菩提樹下での成道時に唱えたDhp.153-154を、そして最後の言葉とし

て、涅槃に際して沙羅双樹の下で残した遺言８)を挙げている。

この一方で、“仏陀の言葉”が、仏陀の肉声を意味しない場合もある。この

事実は、ブッダゴーサが“全ての仏陀の言葉”の範疇を定義して、論蔵に『論
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事』を、経蔵に『中部』第124経「バークラ経」を数えていることからも確認

される。なぜなら『論事』は仏滅200年後の第三結集の際にモッガリプッタテ

ィッサによって編纂されたと伝えられるからである。そしてバークラ経も仏滅

後に、それも上座部の伝承によれば第一結集の後に説かれた経典であり９)、こ

のなかに仏陀の肉声は一言も含まれていないからである。また同様に、サーリ

プッタ著と伝承される『無礙解道』と『義釈』が、上座部において“経という

名を持たない仏陀の言葉”として言及されていることからも確認することがで

きる10)。このような典籍をも“全ての仏陀の言葉”のうちに含めてブッダゴー

サは言及している以上、ここでの“仏陀の言葉”とは、historicalな“仏陀の

肉声”だけを意味しているのではなく、権威を附託するための抽象的概念をも

含意していると考えられる。

0.2.教団とその正統性

続いて、仏滅後における教団の正統性の確保という視点から初期経典の記述

を考察する。既に知られているように三蔵に収載された膨大な教説は、仏陀に

よる教説の単なる集成ではなく、それを収載した教団の正統性を保証するとい

う性格を有している11)。経蔵の中で、これが最もよくあらわれるのは、SN.

16「カッサパ相応」である。カッサパは仏滅後の教団指導者であるが、その正

統性を確保する必要性があったことは、すでに初期経典の中から窺い知ること

が出来る。

たとえばSN.16,13は、正法が衰退する要因として未来に似非正法

（saddhamma-pat
・
irupaka）が起ることを予期し、それを防ぐために正しい教

えに住することの重要性を説いている。これは、律蔵の五百 度において「仏

陀が亡くなったので、我々は、やりたいことを為して、やりたくないことは為

さなくてもよい」というスバッタの言葉を聞いたカッサパが、誤った教えの跋

扈を防ぐために、第一結集を主宰して法と律を合誦したという伝承12)ともその

目的が合致している13)。

また SN.16,11は、仏陀からカッサパへと繫がる正統性を確保する点で重
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要である。本経は南北両伝承の上からも仏滅後に説かれたものであり14)、その

内容は次のような流れである。

(1）仏滅後にアーナンダの率いていた比丘衆が堕落していたことをカッサ

パが非難し、それについてアーナンダは謝罪する。

(2）それを見たトゥッラナンダー比丘尼がカッサパに対して「かつて異教

者だったものが、アーナンダを非難するとは何事か」と声を上げる。

(3）これを聞いたカッサパは、自らの師は仏陀のみであり、さらに師と衣

を交換したことがあることを宣言する。

このような本経の目的が、仏陀の侍者であったアーナンダよりもカッサパが

勝れており、カッサパこそが仏陀の後継者であることを示す点であることは言

を俟たない。以上の「カッサパ相応」からも明らかなように、仏滅後の教団の

正統性の確保という視点からすれば、三蔵のうちに、仏陀の肉声のみならず、

仏弟子たちの言葉や、仏滅後の出来事が収載されることは何ら奇異な事態では

ない。

このような相承における正統性と同様に、正統的教理の確立という点におい

ても、仏弟子たちによる教説は重大な役割を担っている。この端的な例は、論

蔵に収載される『論事』であり、本書は仏滅200年後の第三結集において編纂

された教理問答書である。後代の上座部註釈家たちは、この『論事』に説かれ

る上座部説の真正性を確立させるために、本書に仏説としての権威を付託する

「阿毘達磨仏説論」を展開している。そして、このような動きの萌芽は、既に

初期経典から確認することが出来る。たとえば、AN.viii,8では、仏弟子が説

いた教説であっても、それが仏陀の教えに基づいていれば、まさしく“仏陀の

言葉”であることが明示されている15)。また初期経典のうちには、仏陀が略し

て説いた教えの詳細を、仏弟子たちが解説するという経典もある。たとえば

SN.12,31は、仏陀がサーリプッタにSn.1038の意味を問い、それにサーリプ

ッタが答え、その解釈を仏陀が承認するという筋書きである16)。これよりも一

歩進んで、仏陀が全く現れないまま完結してしまう経典も存在する。たとえば
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SN.12,67は、縁起支の名色と識との相互依存関係を依り合う蘆に例えた経

典として有名であるが、本経はサーリプッタとマハーカウシュティラとの問答

だけで終わってしまう。また、SN.22,3；SN.22,4；AN.x,26は、在家者か

ら仏陀の教えの解説を求められたマハーカッチャーナが、それに答えるという

筋書きである17)。さらに興味深い例としてSN.41,5では、仏弟子カーマブー

からUd.7,5（p.76.26-27）に説かれる の解説を求められた在家者チッタが、

それに答え、さらにその回答が「あなたの智慧の眼は、深遠なる“仏陀の言葉”

に及んでいます」（Yassa te gambhıre buddhavacane pannacakkhu kamati）

とカーマブーによって称賛されている。これら何れにも仏陀は登場せず、仏弟

子たちの言葉だけで経典が完結する。

このように論蔵のみならず経蔵にも、仏弟子たちによって説かれた多くの教

えが収載されている。本稿がとりわけ注目する点は、「経典に説かれる内容が

現実に起きたかどうか」という歴史的真正性ではなく、仏弟子の言行録であっ

ても仏陀の金口直説と比肩して経蔵に加えられているという事実である。

0.3.問題の所在

以上より、１）パーリ上座部の三蔵は“仏陀の肉声”を集成したものではな

いこと、２）たとえ“声聞の所説”であっても三蔵に加えられていること、

３）後代のパーリ上座部では、それら“声聞の所説”にも“仏陀の言葉”とし

ての権威を附託していること、の三点が確認される。ところがこれまでの先行

研究は、三蔵が“仏陀の言葉”であるという定義について、それが肉声である

のか、それとも権威を附託する上での抽象的概念であるのか十分な注意を払っ

てこなかったきらいがある。これを受けて本稿は、パーリ上座部註釈文献を研

究の材料として、経蔵に収載される仏弟子たちによる教説（声聞の所説）が、

どのような根拠に基づいて「仏説」としての権威性、すなわち仏陀の言葉

（buddhavacana）、あるいは仏陀の所説（buddhabhasita）、勝者の所説

（jinabhasita）、一 切 智 者 の 所 説（sabbannubhasita）、勝 者 の 言 葉

（jinavacana）などと表現される権威性が附託されているのか、を検討する。
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1.仏陀による事後承認が得られる場合

まずは仏陀在世時に仏弟子たちによって説かれた経典の権威性を考察する。

この代表例はDN.33「衆集経」であり、この経では仏陀にかわってサーリプ

ッタが教えを説いている。では、本経には仏説としての権威が認められないの

か、と言えばそうではない。本経にも仏陀自身による教説と同等の権威がある、

と上座部において認められている。これについてブッダゴーサは、本経末尾に

おいて仏陀がサーリプッタに話しかけるくだりを次のように解釈する。

DN.33(Vol.III p.271.16-20)：

Atha kho bhagava vut・t・hahitva
18) ayasmantam・ sariputtam・ amantesi-

“sadhu sadhu, sariputta, sadhu kho tvam・,sariputta, bhikkhunam・

san
・
gıtipariyayam・ abhası”ti.Idam avoca ayasma sariputto,samanun-

no sattha ahosi.

そこで世尊は立ち上がり、尊者サーリプッタに告げた。「サーリプッタよ、

その通りです、その通りです。サーリプッタよ、あなたが比丘たちのため

に結集の法門について語ったことは、まったくその通りです」と。尊者サ

ーリプッラがこの〔経〕を説き、師が是認した。

DNA.33(Vol.III p.1052.19-33)：

Bhagava imam・ suttantam・ adito pat・t・haya sakalam・ sutva cintesi-

“dhammasenapati  sariputto buddhabalam・ dıpetva appat・ivattiyam・

sıhanada m・ nadati. Savakabhasito ti  vutte okappana na hoti,

jinabhasito ti vutte okappana19) hoti, tasma jinabhasitam・ katva

devamanussanam・ okappanam・ imasmim・ suttante uppadessamı” ti.

Tato vut・t・haya
20) sadhukaram・ adasi.Tena vuttam・ “atha kho bhagava

vut・t・hahitva ayasmantam・ sariputtam・ amantesi, sadhu, sadhu,

sariputta,sadhu kho tvam・ sariputta,bhikkhunam・ san・gıtipariyayam・
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abhası” ti. Tattha san
・
gıtipariyayan ti samaggiya karan・am・. Idam・

vuttam・ hoti-“sadhu,kho tvam・,sariputta,mama sabbannutannan・ena
 

sam・sanditva bhikkhunam・ samaggirasam・
21) abhası” ti. Samanunno

 
sattha ahosı ti anumodanena samanunno ahosi.Ettakena ayam・

suttanto jinabhasito nama jato.

世尊は、この経を最初からすべてを聞いて考えた。「法将サーリプッタは、

仏陀の力を明らかにし、逆転されえない獅子吼をなした。“声聞の所説”

であると言われたのであれば信頼は生じないが、“勝者の所説”と言われ

たのであれば信頼が生じる。ゆえに私は、〔この経を〕“勝者の所説”にし

て、この経に対して天や人の信頼を起こさせよう」と。それゆえに〔世尊

は〕立ち上がり、賛辞（sadhukara）を与えたのである。それゆえ「そこ

で世尊は立ち上がり、尊者サーリプッタに告げた。“サーリプッタよ、そ

の通りです、その通りです。サーリプッタよ、あなたが比丘たちのために

結集の法門について語ったことは、まったくその通りです”」と説かれた

のである。そのうち「結集の法門」とは、和合の根拠のことである。次の

ことが言われる。「サーリプッタよ、〔あなたが〕わたしの一切智性知と一

致して、比丘たちに和合の味を語ったことは、まったくその通りです」と。

「師が是認した」とは、「随喜によって是認した」である。これだけによ

って、この経は“勝者の所説”と呼ばれるようになった。

すなわちサーリプッタの所説は一切智性知と一致しており、それに仏陀が随

喜することによって“勝者の所説”たる権威が付託されている。ダンマパーラ

による復註は、随喜による権威の附託を、「王の手紙の封印」に例えて次のよ

うに述べている。

DNT・.33(Vol.III p.352.13-20)：

Samanunno sattha ahosi “pat・ibhatu tam・, sariputta, bhikkhunam・

dhammim・ katha” ti ussahetva adito pat・t・haya yava pariyosana

sun・anto, sa pan’ettha bhagavato samanunnata “sadhu sadhu” ti
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anumodanena pakat・a jata ti vuttam・ “anumodanena samanunno
 

ahosı”ti. Jinabhasito nama jato, na savakabhasito. Yatha hi ra-

jayuttehi likhitapan・n・am・ yava rajamuddikaya na lanjitam・ hoti,na tava

“rajapan・n・an”ti san
・
khyam・ gacchati, lanjitamattam・ pana rajapan・n・am・

nama hoti. Evam eva “sadhu, sadhu sariputta” tiadi anumo-

danavacanasam・sucitaya samanunnasan
・
khataya jinavacanamuddaya

 
lanjitatta ayam・ suttanto jinabhasito nama jato ahaccavacano.

「師は是認した」とは、「サーリプッタよ、比丘たちのために法話を示し

なさい」と促して、最初から最後まで聞いて、そして、ここで世尊からこ

の是認が「その通りです、その通りです」という随喜によって明らかにさ

れたので、「随喜によって是認した」と説かれたのである。「“勝者の所説”

と呼ばれるようになった」とは、「声聞の所説ではない」ということであ

る。たとえば、王臣たちによって書かれた手紙は、王の印章によって封印

されない限り、“王の手紙”とは呼ばれないが、しかし封印さえされれば

“王の手紙”と呼ばれるようになる。まったく同様に、「サーリプッタよ、

その通りです、その通りです」などと随喜の言葉によって示された、是認

と呼ばれる、“勝者の言葉”という印章によって封印されていれば、この

経典は、伝持された言葉22)を有する“勝者の所説”と呼ばれるようになる。

これと全く同じ理解が、MN.44「小有明経」を巡っても確認される。この

小有明経において世尊は、ダンマディンナー比丘尼の所説に対して、彼女が賢

者であり大智慧者であって、もし自分が説いたとしても彼女と全く同じように

説明した、と称賛の言葉をかける。後代の註釈家は、この言葉によって小有明

経が“声聞の所説”から“勝者の所説”になったと理解している23)。このよう

な事例は多くの資料に見られる。たとえばSN.3,1,4は、パセーナディ王が

自身の考える所を世尊に語り、それを世尊が「それはその通りです」(evam
 

etam・)と認めるという筋書きであるが、註釈家はこの言葉を以てパセーナディ

王の言葉が“一切智者の所説”になったと述べている24)。また SN.2,3,9の

註釈おいても、仏陀の事後承認によって“アーナンダの所説”が“一切智者の
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所説”になった理解されている25)。

この仏陀による事後承認の重要性は、AN.ii, 4,5の註釈において特に強調

される。AN.ii,4,5では、比丘たちにサーリプッタが説法しているのを知っ

た神格(devata)たちが、仏陀のもとを訪ねて、サーリプッタのところへ行くよ

うに請い願う。この下りを上座部註釈家は、サーリプッタの教えを“一切智者

の所説”にするために神格たちが仏陀のもとを訪ねたと解釈する。

ANA.ii, 4,5(Vol.II pp.135.28-136.13)：

Samacitta devata ti cittassa sukhumabhavasamataya samacitta....中

略.... Aparam pi karan・am・ -anagate kocid eva bhikkhu va bhikkhunı

va devo va manusso va “ayam・ desana savakabhasita”ti agaravam・

kareyya, sammasambuddham・ pakkositva imam・ desanam・ sabban-

nubhasitam・ karissama26). Evam・ anagate garubhavanıya bhavissatıti
 

sabba va ekacitta ahesun ti pi samacitta....後略....

「等心（samacitta）を抱いた神格たちは」とは、心が微細な状態に寂止

したゆえに等心を抱いているのである。...中略...。他の理由もある。「未来

において、一部の比丘、あるいは比丘尼、あるいは天、あるいは人が、

“この説示は声聞の所説である”と尊重しないだろう。正等覚者を招致し

てこの説示を“一切智者の所説”にしよう。このように〔すれば〕未来に

おいて尊重されるべきものになるに違いない」と全員が心を一つにしたの

で等心を抱いているのである。...後略...。

そしてAN.ii,4,5の末尾において世尊がサーリプッタに与えた賛辞を註釈

して、この賛辞によってサーリプッタの説いた教えが“一切智者の所説”にな

ったとブッダゴーサは述べている。

ANA.ii, 4,5(Vol.II p.139.3-4)：

Evan hi vo, sariputta, sikkhitabban ti imina ettakena t・hanena
27)

bhagava desanam・ sabbannubhasitam・ akasi.
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「サーリプッタよ、このようにあなた達は学ぶべきです」とは、これだけ

の根拠によって、世尊は〔サーリプッタによる〕教説を“一切智者の所

説”にしたのである。

以上のように仏陀自身による事後承認は、“声聞の言葉”に仏説としての権

威を与える上で極めて重要な役割を担っている。この重要性は、仏陀に代わり

仏弟子たちが教えを説く経典の多くにおいて、仏陀自身から事後承認を得たと

解釈しうる文章が見られる点からも確認することが出来る。

2.仏陀の事後承認が得られない場合

前節1.においては、仏陀自身による事後承認が“声聞の所説”にも仏説の

権威を与える重要な役割を担っている点を指摘した。しかしながら、このよう

な事後承認は、“仏陀の言葉”としての権威を附託する絶対条件だったのか、

という疑問がある。たとえば、上記で検討したDN.33に対する註釈者の理解

に基づけば、一切智者たる仏陀の教説と一致しているゆえに、仏陀の事後承認

を以て“仏陀の言葉”としての権威が附託されている。それならば、たとえ仏

陀の事後承認が得られていなくても、一切智者たる仏陀の教説と矛盾なく一致

していることを証明できれば、それだけで“仏陀の言葉”としての権威を附託

しうるのではないか、ということである。このような疑問は、上座部註釈文献

においても現れている。それが現れるのは、MN.53「有学経」の註釈である。

このMN.53では、背中の痛む仏陀に代わり、アーナンダが釈迦族マハーナー

マのために有学の実践を語り、それを聞いていた仏陀によって賛辞の言葉が与

えられる28)。ブッダゴーサによる註釈では、この賛辞によって本経が“勝者の

所説”になったと解釈されている29)。これに加えダンマパーラによる復註では、

MN.53は“勝者の所説”たる所以は、１）仏陀の教え適合していること、２）

仏陀によって賛辞が与えられていることの何れに基づいているのか、という疑

義のあったことを伝えている。
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MNT・. 53(VRI:Vol.III p.18.17-21)：

Ettavata ti “sadhu sadhu ananda” ti ettakena sadhukaradanena.

Jinabhasitam・ nama jatan ti adito pat・t・haya yava pariyosana thera-

bhasitam・ buddhabhasitam eva nama jatam・. “Kim pan’idam・ suttam・

satthudesananuvidhanato jinabhasitam・, udahu sadhukaradanama-

ttena”ti evarupa codana idha anokasa therassa desanaya bhagavato
 

desananuvidhanahetukatta sadhukaradanassa ti.Yam・ pan’ettha atth-

ato avibhattam・, tam・ suvinneyyam eva.

「これだけをもって」とは、「“アーナンダよ、その通りです、その通りで

す”というこの賛辞を与えることだけをもって」である。「“勝者の所説”

と呼ばれるようになった」とは、「最初から最後まで長老の所説が、まさ

に“仏陀の所説”と呼ばれるようになった」ということである。「しかし

この経は、師の説示に適合しているから“勝者の所説”なのか、それとも

賛辞が与えられただけで〔“勝者の所説”となるのか〕」と、このような論

難は、ここでは不要である。〔なんとなれば〕賛辞の付与は長老の説示が

世尊の説示に適合していることを因としているからである。然るにここで

は意味に従えば〔両者は〕区別せずに理解されるべきである。

ここでダンマパーラはこの両根拠を別けずに理解すべきであると答えて、仏

陀の事後承認が無くとも“声聞の所説”に“勝者の所説”としての権威が付託

されうるかについては明言していない。しかしながら、その他の資料を子細に

検討すると、“声聞の所説”を権威化する上で仏陀の事後承認は必ずしも絶対

条件ではなかったようである。なぜなら、仏陀による事後承認が全く説かれな

い経典や、仏滅後に説かれたとされる経典が存在するからである。

まず仏在世時に説かれながらも仏陀による事後承認が得られていない経典を

考察する。この典型はDN.34「十増経」である。この経典は、サーリプッタ

が比丘たちに教えを説く経典であるが、仏陀の肉声が一言も含まれていないた

め、経典内の記述を根拠にして仏陀の事後承認が得られていることを証明する

ことが出来ない。そこで註釈では、サーリプッタの言葉に基づいてDN.34の
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権威性を確保している。まず、註釈元のDN.34において、サーリプッタは法

門を説示してから、その法門が如来によって悟られたものであることを次のよ

うに宣言する。

DN.34(Vol.III p.273.15-16)：

Iti ime dasa dhamma bhuta taccha tatha avitatha anannatha samma

tathagatena abhisambuddha.

以上、これら十の法は、実在のものであり、真実のものであり、その通り

にあるものであり、非実ならざるものであり、異ならないものであり、正

しく如来によって悟られています。

これに対しブッダゴーサとダンマパーラは次のように註釈する。

DNA.34(Vol.III p.1057.13-17)：

Samma tathagatena abhisambuddha ti tathagatena bodhipallan
・
ke

 
nisıditva hetuna karan・ena sayam eva abhisambuddha nata vidita

sacchikata. Imina thero “ime dhamma tathagatena abhisambuddha,

aham・ pana tumhakam・ ranno lekhavacakasadiso”ti jinasuttam・ das-

sento okappanam・ janesi.

「正しく如来によって悟られています」とは、「菩提座に坐した如来によ

って、原因と根拠により、自ら悟られ、知られ、理解され、現証された」

ということである。これによって長老は「これらの諸法は如来によって悟

られたものである。そして私は、あなた達（比丘）にとって、王の書簡の

告知者のようなものです」と、勝者の経を示して、信頼を生じさせている。

DNT・.34(Vol.III p.360.15-16)：

Okappanam・ janesıti jinavacanabhavena abhippasadam・ uppadesi.

「信頼を生じさせている」とは、勝者の言葉たるものとして浄信を生み出

している。
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ここで重要な点は、DN.34の権威性が、仏陀による事後承認ではなく、い

わば「仏陀の教えと一致している」というサーリプッタの自己申告に基づいて

確保され、そのことを上座部註釈家も容認している点である。これは、先ほど

まで検討してきた諸資料とは権威付けの方法が全く異なっている。換言すれば、

任意の説が仏陀の金口直説に根付くことを周囲に納得させられれば、仏陀の事

後承認が無くとも“仏説”として権威づけることが可能なのである。このよう

な経典が経蔵に含まれている事実は、経蔵編纂者たちがこのサーリプッタの自

己申告を信頼したことによる。したがって、ダンマパーラが挙げる“仏説”と

なる条件の一つ「仏陀の教示に適合していること」が、既に経蔵編纂（伝承に

従えば三度の結集）の段階で有力な判断基準として機能していたことは、註釈

家の解釈を俟たずとも、経典自身が物語っていると言える。

3.結 論

本稿はパーリ上座部において“声聞の所説”にも仏説の権威が附託されると

いう事例に着目し、註釈家達がどのような根拠をもって権威の附託をなしてい

るのかを考察した。次の点が結論付けられる。

(1)パーリ上座部における“仏陀の言葉”（＝仏説）とは、必ずしも“仏陀

の肉声”を意味するわけではなく、正典としての権威性を現す抽象的概

念として用いられる場合がある。

(2)パーリ初期経典には、仏陀に代わり仏弟子たちが教えを説く経典が散見

される。上座部は、三蔵すべてが仏説であると理解するので、これら

“声聞の所説”にも仏説として権威を附託する必要があった。この権威

の附託には、（A）仏陀自身によって事後承認を受けていること、（B）

一切智者たる仏陀の教えに適合していること、の二要素が重要であると

上座部註釈家は認識している。

(3)これら仏弟子たちが教えを説く経典中には、その教えに対して仏陀が事

後承認を与えるという筋書きが多くみられる。後代の註釈家はこの事後
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承認を以て“声聞の所説”にも仏説としての権威が与えられたという根

拠にしている。

(4)しかしながら、この事後承認の筋書きを含まない経典が経蔵のなかに多

数存在する。この場合には、たとえ仏陀による事後承認がなくとも、そ

れが仏陀の教えと適合していることが認められれば“仏陀の所説”とし

ての権威が附託されうると考えられている。

(5)このように上座部の註釈家たちは経典の内容に応じて（A）と（B）の

条件を適宜使い分けて“声聞の所説”を仏説化している。したがって、

あらゆる“声聞の所説”に統一的に適応しうるような仏説化理論を上座

部は有していない。事実、ダンマパーラは、この（A）と（B）のどち

らの条件に基づいて“声聞の所説”が仏説として認められているのか疑

義のあったことを伝えている。

本稿において考察した註釈家の理解に従い、“声聞の所説”であっても、そ

れが仏陀の教えに適合してさえいれば仏説として容認されるのであれば、上座

部は際限なく三蔵を拡大できたはずである30)。しかし上座部は、三蔵の拡大に

は禁欲的であった31)。パーリ上座部三蔵における“声聞の所説”は、第三結集

においてモッガリプッタティッサによって編纂された『論事』を除き32)、教説

の話し手や附託される著者は仏陀の直弟子だけに限られる33)。理論としては可

能であっても三蔵が際限なく肥大しなかった理由の一つとして、先に仏説論が

存在して三蔵が編纂されたわけではなく、保持している聖典が継承されていく

うちに権威をもつように至り、後になってそれらの権威性を教理的に説明する

ために仏説論が編み出されたと考えられる。したがって三蔵に収載するか否か

の諸資料の選別は、仏説論ではなく他の要因によって決定されたことが想定さ

れる。
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金倉圓照

［1962］『印度中世精神史』中巻,岩波書店.

塚本啓祥

［1966］『初期佛教教團史の研究 ―部派の形成に関する文化史的考察―』,山喜房佛書

林.

［1980］『改訂増補 初期佛教教團史の研究 ―部派の形成に関する文化史的考察―』,

山喜房佛書林.

塚本啓祥・松長有慶・磯田熙文（編著）

［1990］『梵語仏典の研究 III ―論書篇―』,平楽寺書店.

馬場紀寿

［2005］ 「パーリ聖典の成立順序」―「アビダンマ蔵」と「クッダカニカーヤ」の編

纂―」,『佛教研究』33,pp.83-103.

［2008］ 『上座部仏教の思想形成 ―ブッダからブッダゴーサへ―』,春秋社.

本庄良文

［1989］ 「阿毘達磨仏説論と大乗仏説論 ―法性、隠没経、密意―」,『印度学仏教学

研究』38(1),pp.59-64.

［1992］ 「毘婆沙師の三蔵観と億耳アヴァダーナ」,『佛教論叢』35,pp.20-23.

［1994c］ 「『倶舎論』における餘部阿含の引用」,『佛教論叢』38,pp.51-56.

［2011］ 「毘婆沙師の仏説観」,『インド論理学研究』1,pp.173-193.

前田惠學

［1-8,別1-2］ 『前田惠學集』全８巻・別巻２巻,山喜房佛書林,2003-2007.

［1966］『原始佛教聖典の成立史研究』,山喜房佛書林.（＝［別1］）

註

１）カトリックにおいては、聖書の作者は神であり（CCC. #105,#138,#140）、その聖書

なかにはイエスなき後の使徒たちによる宣教の記録（『使徒言行録』）も収められている

(CCC. #120)。プロテスタントについては宗派が多いため一概に述べることは出来ないが、

長老教会・改革派教会が権威を認めるウェストミンスター会議において、やはり聖書は

“神のことば”(the Word of God)であるとされる（WCF. 1：2やWLC.Q３を参照）。た

だし、もちろんのことながらイエスの言葉を直接含む福音書は、正典のなかでも中心的位

置を占めていると認められている（CCC. #139）。

２）WCF. 1：3

３）伝承によれば、有部の論蔵（阿毘達磨）に数えられる六足発智は、すべて仏弟子たちの

著作である。このなかでも『品類足論』（世友造）や『発智論』（迦多衍尼子造）の著者は、

仏滅後から数世代後に現れた諸論師が著者としてあてられている。有部論蔵（阿毘達磨）

の著者問題については塚本・松長・磯田(編)［1990］を参照。

４）有部における論蔵（阿毘達磨）を巡る仏説論については本庄良文［1989］を参照。有部
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は、たとえ仏陀の直説でなくとも、その教えが「法性」に適っていれば仏説として認めら

れる。

５）説一切有部の代表的論書AKBh.に引用される余部の阿含については本庄良文［1994c］

を参照。また『順正理論』巻１ (T29.330a25-b06)では「部派によって阿毘達磨の内容

が異っているから阿毘達磨は仏説ではない」と主張する論難者に対して衆賢は「経も部派

によって伝持している内容が異なっている。したがって部派によって内容が異なっている

からといって阿毘達磨が仏説ではないとは言えない」と述べている。ここから有部では、

自らの経蔵に収載されていない経が別の部派に保存されていることを認めている点が確認

される。

６）上座部の三蔵観については、Collins,S.［1990］(＝［2005］)；Norman,K.R.［1997：

pp.131-148］；An, Yang-Gyu［2002：p. 64.6-24,p. 65.3-7］；青野道彦［2007］；馬場

紀寿［2008：pp.155-222］などを参照。

７）DNA. 1(Vol.I p.16.12-30)

８）DN. 16(Vol.II p.156.1-2)：

Handa dani bhikkhave amantayami vo:“Vayadhamma sm・khara,appamadena
 

sampadetha”ti.

「さあ、比丘らよ、今こそあなた達に告げましょう。“諸行は衰滅するものである。

不放逸につとめなさい”」

９）MNA. 124(Vol.IV p.197.2-3)：

Idam・ pana suttam・ dutiyasan・gahe san
・
gıtan(1) ti.

またこの経は第二結集において合誦された。

(1)PTS:san
・
gahıtan,VRI:san

・
gıtan

 

MNT・.124(VRI:Vol.IV p. 126.10-11)：

Pat・hamasan
・
gahato paccha desitatta dutiyasan

・
gahe san

・
gıtam・

(1).

第一結集より後に説かれたので「第二結集において合誦された」である。

(1)VRI:san
・
gitam・

対応する漢訳『中阿含』巻8,第34経(T01.475a13)においても「佛般涅槃後不久」と

あり、仏滅後の出来事であると理解されている。

10）DNA. 16(Vol.II p. 566.2-6)：

Asuttanamakam・ hi  buddhavacanam・ nama atthi. Seyyathidam・ -jatakam・,

pat・isambhida,niddeso, suttanipato, dhammapadam・,udanam・, itivuttakam・,

vimanavatthu,petavatthu,theragatha, therıgatha,apadanan ti.

なぜなら「経」という名を持たない“仏陀の言葉”と呼ばれるものがある。たとえば、

『本生』『無礙解』『義釈』『経集』『法句』『自説』『如是語』『天宮事』『餓鬼事』『長

老 』『長老尼 』『譬喩』である。
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11）塚本啓祥［1980(＝1966)：pp.4.6-7.17］

12）Vin.(Vol.II pp.284.26-285.8)：

Tena kho pana,avuso,samayena subhaddo nama vud・d・hapabbajito tassam・ par-

isayam・ nisinno hoti. Atha kho, avuso, subhaddo vud・d・hapabbajito te bhikkhu

etad avoca-alam・,avuso,ma socittha;ma paridevittha.Sumutta mayam・ tena
 

mahasaman・ena (p.285);upadduta ca mayam・ homa-idam・ vo kappati,idam・ vo
 

na kappatıti. Idani pana mayam・ yam・ icchissama tam・ karissama, yam・ na ic-

chissama na tam・ karissama ti.

Handa mayam・,avuso, dhamman ca vinayan ca san
・
gayama. Pure adhammo

 
dippati,dhammo pat・ibahiyyati

(1);(2) avinayo dippati vinayo pat・ibahiyyati;pure
 

adhammavadino balavanto honti, dhammavadino dubbala honti; (2)

avinayavadino balavanto honti,vinayavadino dubbala hontıti.

友よ、その時にスバッダという名前の老年出家者が、その衆会のなかに坐していまし

た。友よ、そこで老年出家者スバッダは、彼ら比丘に次のように言いました。「友よ、

嘆く勿れ。悲しむ勿れ。私たちは、かの大沙門からまさに解放された。［285］“あな

たたちに此れは適切である。あなたたちに此れは不適切である”と、我々は悩まされ

た。今や、我々は望むことを為して、望まないことは為すまい」と。

さあ、友よ、我々は法と律を合誦すべきである。非法が興り法が廃れる前に、非律が

興り律が廃れる〔前に〕、非法説者が強くなり法説者が弱くなる前に、非律説者が強

くなり律説者が弱くなる〔前に〕」と。

(1)PTS:-ıyati,VRI:-yyati

(2)PTS:omit,VRI:add pure

13）ただし第一結集の史実性については古来より議論がある。金倉圓照［1962：pp.196-

215］；前田惠學［1964(＝［別１］)：pp.555-590］；塚本啓祥［1980(＝1966)：pp.200-

207］を参照。

14）対応する漢訳『雑阿含』巻41,第1144経では「世尊涅槃未久」と明瞭に説かれること、

またSN.16,11においてもアーナンダが年老いており、もはや仏陀の侍者ではなく比丘

衆を率いていることから仏滅後の出来事をおさめた経典であることが解る。なお註釈によ

れば仏滅後第一結集に向かう途中の説話であるという。

15）AN.viii, 8 (Vol.IV pp.163.19-164.10)：

“Kim・ pan’idam・,bhante,ayasmato uttarassa sakam・ pat・ibhanam・,udahu tassa
 

bhagavato vacanam・ arahato sammasambuddhassa”ti?

“Tena hi,devanaminda,upamam・ te karissami.Upamaya pi idh’ekacce(1) vinnu

purisa bhasitassa attham・ ajananti. Seyyatha pi, devanaminda, gamassa va

nigamassa va avidure mahadhannarasi.Tato mahajanakayo dhannam・ ahareyya

-kacehi(2) pi pit・akehi pi ucchan
・
gehi (p.164)pi anjalıhi pi. Yo nu kho,

devanaminda, tam・ mahajanakayam・ upasan
・
kamitva evam・ puccheyya-kuto
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imam・ dhannam・ aharatha ti, katham・ byakaramano nu kho, devanaminda, so
 

mahajanakayo samma byakaramano byakareyya”ti?

“Amumha mahadhannarasimha aharama ti kho, bhante, so mahajanakayo
 

samma byakaramano byakareyya”ti.

“Evam eva(3) kho, devanaminda, yam・ kinci subhasitam・ sabbam・ tam・ tassa
 

bhagavato vacanam・ arahato sammasambuddhassa. Tato upadayupadaya
 

mayam・ c’anne ca bhan・ama ”ti.

「では尊師よ、尊者ウッタラの自身の弁才でしょうか、それとも彼の世尊・阿羅漢・

正等覚者の言葉でしょうか」

「帝釈天よ、然らば譬喩をあなたに説きましょう。ここに、譬喩によっても一部の智

者たちは、説かれたことの意味を知ります。帝釈天よ、例えば村あるいは町の近くに

大きな穀物の集積があり、人々の大群衆が、天秤棒・籠・腰袋［164］・掌によって穀

物を其処から運ぶとします。帝釈天よ、或る者がその人々の大群衆に近づいて次のよ

うに尋ねたとします。“あなた達はどこからこの穀物を運んでいるのですか”と。帝

釈天よ、どのように答えればこの人々の大群集は、正しく答えたことになるでしょう

か」と。

「尊師よ、“この大きな穀物の集積から運びました”と〔答えれば〕この人々の大群

衆は正しく答えたことになるでしょう」と。

「帝釈天よ、全く同様に、善く説かれたものであれば如何なるものであれ、それは全

て彼の世尊・阿羅漢・正等覚者の言葉です。それに基づいて私たちも他の者たちも説

いています」

(1)PTS:pi idh’ekacce,VRI:midhekacce

(2)PTS:kacehi,VRI:kajehi

(3)PTS:Evam eva,VRI:Evam evam・

なお、本経でウッタラによって説かれる教えと同内容が、直前のAN.viii, 7においては

“仏陀の肉声”として仏陀自身によって説かれている。しかしながら、本経（AN. viii,

8）のあらすじを字義通りに追えば、先にウッタラは世尊のその教えを聞いていて、それ

を逐語的に比丘たちに説き示したのではない。ウッタラが教えを説き終った後に、それを

聞いていた帝釈天が、その教えが仏陀の説いた肉声と逐語的に一致していたことをウッタ

ラに宣言するのである。本経（AN.viii, 8）に着目して、大乗仏典の仏説論を論じた示唆

に富む研究としてMacQueen［2005：pp.319-324］がある。

16）SN.12,31(Vol.II p.47.9-16)：

Ekam・ samayam・ bhagava savatthiyam・ viharati. Tatra kho bhagava ayas-

mantam・ sariputtam・ amantesi-“vuttam idam・,sariputta,parayane ajitapanhe-

Ye ca san
・
khatadhammase,ye ca sekkha puthu idha;

Tesam・ me nipako iriyam・,put・t・ho me bruhi
(1) marisa ti.

― 119 ―

パーリ上座部の経蔵に収載される“声聞の所説”の権威性を巡って



Imassa nu(2) kho, sariputta, sam・khittena bhasitassa katham・ vittharena attho
 

dat・t・habbo”ti?

ある時、世尊はサーヴァッティに滞在していた。その時、世尊は尊者サーリプッタに

尋ねた。「サーリプッタよ、パーラーヤナのアジタの問いにおいて、次のことが説か

れています。

“ここには法を考究した者たちや、有学の者たちが多くいます。尊者よ、智者〔で

あるあなた〕はその彼らの威儀について私に問われて説きたまえ”と。(Sn. 1038)

サーリプッタよ、略して語られたこの意味は、どのように詳しく理解されるべきでし

ょうか」と。

(1)PTS:me bruhi,VRI:pabruhi

(2)PTS:omit,VRI:add nu

註釈によれば、本経の場合には仏陀の事後承認によって“勝者の言葉”の権威が附託さ

れたと理解されてる。

SNA. 12,31(Vol.II p.61.24-26)：

Sadhu sadhu ti imina therassa byakaran・am・ sampaham・setva sayam pi tath’eva
 

byakaronto puna “bhutam idan”tiadim aha ti.

「その通りです、その通りです」というこれによって、〔仏陀は〕長老の解説に歓び、

自らも全く同じように解説して、重ねて「これは所生である」云々と仰ったのである。

SNT・.12,31(VRI:Vol.II p.63.2)

Bhutam idan tiadim aha sabbasuttam・ ahaccabhasitam・ jinavacanam eva kar-

onto.

「「これは所生である」云々と仰ったのである」とは、全ての経を、伝持されて説か

れた、まさに“勝者の言葉”にしている。

17）SN.22,3ではSn.844が、SN.22,4ではDN.21(Vol.II p.283)が、AN.x, 26ではSN.

4,3,5(Vol.I p.126)が引用され、その解釈が求められている。

18）PTS:vut・t・hahitva,VRI:ut・t・hahitva

19）PTS:add okappana,VRI:omit

20）PTS:ut・t・haya,VRI:vut・t・haya

21）PTS:samaggikaran・am・,VRI:samaggirasam・
22）「伝持された言葉」(ahaccavacana)の意味は難解であるが、この場合には、世尊が教え

を説き示す様態・様相と全く同じくして仏弟子が教えを説いている場合に用いられるよう

である。Ñan・amoli［1962：p.35note 117/1］を参照。

NettiA.(VRI:p.208.9-10)：
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Tattha ahaccavacanan ti  bhagavato t・hanakaran・ani  ahacca abhihantva

pavattavacanam・,sammasambuddhena samam・ desitasuttan ti attho.

そのなかで「伝持された言葉」とは、世尊から様態・様相を引用、援用して転じられ

た言葉のことであり、正等覚者と等しく説示された経という意味である。

23）MN.44(Vol.I pp.304.33-305.2)：

“pan・d・ita,visakha,dhammadinnabhikkhunı,mahapanna,visakha,dhammadin-

na bhikkhunı.Mam・
(1) cepi tvam・,visakha,etam attham・ puccheyyasi, aham pi

 
tam・ evam evam・ byakareyyam・,(p.305)yatha tam・ dhammadinnaya bhikkhuniya

byakatam・.Eso c’ev’etassa dharehı”ti.

「ヴィサーカよ、ダンマディンナー比丘尼は賢者です。ヴィサーカよ、ダンマディン

ナー比丘尼は大智慧者です。ヴィサーカよ、もしあなたが私にこの意味を尋ねても、

［305］それをダンマディンナー比丘尼が説明したのと同じように、私もそれを説明

したでしょう。その通りにそれを受け取りなさい」

(1)PTS:maman,VRI:mam・

MNA.44(Vol.II p.371.2-11)：

Yatha tam・ dhammadinnaya ti yatha dhammadinnaya bhikkhuniya byakatam・,

aham pi tam・ evam eva(1) byakareyyan ti. Ettavata ca pana ayam・ suttanto
 

jinabhasito nama jato,na savakabhasito.Yatha hi rajayuttehi likhitam・ pan・n・am・

yava rajamuddikaya na lanchitam・ hoti, na tava rajapan・n・an ti san
・
khyam・

(2)

gacchati; lanchitamattam・ pana rajapan・n・am・ nama hoti, tatha,“aham pi tam・

evam eva byakareyyan”ti imaya jinavacanamuddikaya(3) lanchitatta ayam・

suttanto ahaccavacanena jinabhasito nama jato.

「それをダンマディンナー」とは、「ダンマディンナー比丘尼が説明したのと全く同

じように、私もそれを説明したでしょう」である。そして、これだけによって、この

経典が、“声聞の所説”ではなく、“勝者の所説”と呼ばれるようになった。たとえば、

王臣たちによって書かれた手紙は、王の印章によって封印されない限り、“王の手紙”

とは呼ばれないが、しかし封印さえされれば“王の手紙”と呼ばれるようになるよう

に、「同じように、私もそれを説明したでしょう」と、この“勝者の言葉”という印

章によって封印されていれば、この経典は、伝持された言葉として“勝者の所説”と

呼ばれるようになる。

(1)PTS:evam eva,VRI:evam evam・
(2)PTS:sam・kham・,VRI:sam・khyam・
(3)PTS:-muddaya,VRI:muddikaya

 

MNT・.44(VRI:Vol.II p.268.6-7)：

Āhaccavacanena ti satthara karan・adıni ahanitva pavattitavacanena.
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「伝持された言葉として」とは、「師から様相などを引用して転じられた言葉として」

である。

24）SN.3,1,4(Vol.I p.72.8)：

“Evam etam・,maharaja,evam etam・,maharaja, ...後略...

「大王よ、それはその通りです。大王よ、それはその通りです。...後略...

SNA.3,1,4(Vol.I p.139.6-7)：

Evam etam・,maharaja ti idha bhagava imam・ suttam・ sabbannubhasitam・ kar-

onto aha.

「大王よ、それはその通りです」と、ここで世尊はこの経を“一切智者の所説”にし

て仰ったのである。

SNT・.3,1,4(VRI:Vol.I p.155.9-10)：

Sabbannubhasitam・ karonto aha tassa vacanam・ “evam etan”ti sampat・icchitva

tassa vacanam・ tathapaccanubhasanto.

「“一切智者の所説”にして仰ったのである」とは、彼の言葉を「それはその通りで

す」と領受して、彼の言葉を同じように繰り返したのである。

25）SN.2,3,9(Vol.I pp.63.19-64.1)：

“tuyham pi no,ananda,sariputto ruccatı”ti?

“Kassa hi nama, bhante, abalassa adut・t・hassa amul・hassa avipallatthacittassa
 

ayasma sariputto na rucceyya?...中略...”ti.

“Evam etam・,ananda,evam etam・,ananda, ...後略...

「アーナンダよ、あなたもサーリプッタのことを喜んでいますか」

「尊師よ、愚かでなく、汚れておらず、昏迷せず、不顚倒の心を持つ者で、尊者サー

リプッタのことを喜ばない者などおりますでしょうか。...中略...」

「アーナンダよ、それはその通りです。アーナンダよ、それはその通りです。...後

略...

SNA.2,3,9(Vol.I p.124.14-20)：

Evam・ ayasmata anandena sol・asahi padehi therassa yathabhutavan・n・appakasane
 

kate-“kim・ anando attano piyasahayassa van・n・am・ kathetum・ na labhati, ...中

略...”ti?Koci papapuggalo vattum・ ma labhatu(1) ti sattha tam・ van・n・abhan・anam・

akuppam・ sabbannubhasitam・ karonto jinamuddikaya lanchanto evam etan
 

tiadim aha.

このように尊者アーナンダによって十六句をもって長老の如実なる賞賛が明らにされ

たので、「アーナンダは、自分の親友の賞賛を語たることが出来ないのではない

か。...中略...」と一部の悪者が語ってはならないと〔考えて〕師は、その賞賛の言葉
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を確固たる“一切智者の所説”にして、勝者の印章によって封印して「それはその通

りです」云々と仰ったのである。

(1)PTS:labhı,VRI:labhatu

26）PTS:kareyya,VRI:karissama

27）PTS:t・hanena,VRI:varena

28）MN.53(Vol.I p,358.33-35)：

Atha kho bhagava ut・t・hahitva ayasmantam・ anandam・ amantesi-“sadhu sadhu,

ananda, sadhu kho tvam・,ananda, kapilavatthavanam・ sakyanam・ sekham・

pat・ipadam・ abhası”ti.

そこで、世尊は立ち上がり、尊者アーナンダに告げた。「アーナンダよ、その通りで

す、その通りです。アーナンダよ、あなたがカピラヴァットゥの釈迦族のために、有

学の実践について語ったことは、まったくその通りです」と。

29）MNA.53(Vol.III p.34.11-15)：

Sadhu sadhu ananda ti,bhagava kira adito pat・t・haya niddam・ anokkamanto va
 

imam・ suttam・ sutva anandena sekhapat・ipadaya kut・am・ gahitan ti natva ut・t・haya
 

pallan
・
kam・ abhujitva nisinno sadhukaram・ adasi.Ettavata ca pana idam・ suttam・

jinabhasitam・ nama jatam・.

「アーナンダよ、その通りです、その通りです」とは、伝え聞くに、世尊は最初から

眠りに入らずに、この経を聞いて、アーナンダが有学の実践の極みを得たと知り、立

ち上がり、結 坐して、賛辞（sadhukara）を与えた。そして、これだけをもって、

この経は“勝者の所説”と呼ばれるようになった。

30）これと同じ現象が有部においても見られる。有部の阿毘達磨仏説論に基づけば「法性」

に適っていると主張し切れれば任意の説を仏説化できるはずであるが、阿毘達磨は七論

（六足発智）だけに限定され、決して阿毘達磨が際限なく増殖することはなかった。有部

の阿毘達磨仏説論については本庄良文［1989］［1992］［2011］を参照。

31）Collins,S.［1990］(＝［2005］)；Norman,K.R.［1997：pp.131-148］

32）ただし、具体的な教説をといているわけではないが、律蔵に含まれる第二結集記事（七

百 度）は、仏陀の孫弟子たちによるものである。

33）またパーリ上座部は、大乗経典のように“仏陀の肉声”を作り出すという方法で、自己

の正統性を確立させようとはしなかった点も大きな特徴であると考えられる。もちろん上

座部や有部が“仏陀の肉声”を新たにつくらなかったという意味ではない。
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